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工事請負契約書の運用基準について 

 

 

 

「工事請負契約書の制定について」（平成８年３月１９日付け空経第２１２号）

をもって通知したところであるが、その運用基準を別添のとおり定めたので、遺

漏のないよう対応されたい。 

なお、貴管下関係機関に対しても周知願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別添 

 

文頭書関係 

（１）５ 契約保証金において、次のいずれかに該当する内容を記載する。 

① 第４条（Ａ）第１項第一号により受注者が納付した場合は、金額を記載する。 

② 第４条（Ａ）第１項第二号により受注者が提供した場合は、「契約保証金に代

わる担保となる有価証券等の提供により契約保証金の納付に代える」と記載する。 

③ 第４条（Ａ）第１項第三号により受注者が提出した場合は、「債務不履行による

損害金の支払いを保証する金融機関等の保証に係る保証書の提出により契約保証金

の納付に代える」と記載する。 

④ 第４条（Ａ）第１項第四号、第五号又は第４条（Ｂ）第１項により受注者が保

証又は保険の締結を付した場合は、「免除」と記載する。 

⑤ 当該契約が「工事請負契約書における契約の保証に関する取扱いについて」（平

成８年３月１日付け官会第２６３号。以下「契約保証取扱通達」という。）附則

２により、「契約保証については、当分の間、「予算決算及び会計令」（昭和２

２年勅令第１６５号。以下「予決令」という。）第８４条に規定する金額未満の

工事については免除しても差し支えない。」と規定されている予定価格が１，０

００万円未満の工事の場合には、「免除」と記載する。 

（２）６ 調停人は、発注者及び受注者があらかじめ調停人を選任する場合に採用する。

また、第５３条で（Ｂ）を選択採用し、発注者及び受注者があらかじめ調停人を選

任せず、「建設業法」（昭和２４年法律第１００号。以下「建設業法」という。）

第２５条の規定により設置されている建設工事紛争審査会により紛争の解決を図る

場合には、６の全文を削除する。 

（３）７ 解体工事に要する費用等において、この工事が、「建設工事に係る資材の再

資源化等に関する法律」（平成１２年法律第１０４号。以下「資材再資源化法」と

いう。）第９条第１項に規定する対象工事の場合は、（１）分別解体等の方法、（２）

解体工事に要する費用、（３）再資源化等をする施設の名称及び所在地、（４）再

資源化等に要する費用についてそれぞれ記載する。また、「資材再資源化法」第９

条第１項の規定する対象外の工事の場合には、７の全文を削除する。 

なお、当該契約書の別紙として作成することにより、「別紙のとおり」と記載し

て構わない。 

（４）８ 住宅建設瑕疵担保責任保険において、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保

等に関する法律」（平成１９年法律第６６号）第２条第４項に規定する特定住宅瑕

疵担保責任を履行するため、住宅建設瑕疵担保責任保険に加入する場合は、（１）

保険法人の名称、（２）保険金額、（３）保険期間についてそれぞれ記載する。 

なお、住宅建設瑕疵担保保証金の供託を行う場合には、受注者は、供託所の所在

地及び名称、共同請負の場合のそれぞれの建設瑕疵担保負担割合を記載した書面を

発注者に交付し、説明しなければならない。また、住宅建設瑕疵担保責任保険に加

入しない場合には、８の全文を削除する。 

 

第１条関係 

（１）第３項において、仮設、施工方法等についてその責任の所在を明らかにするため、

設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者の責任において定めることとして

いるので、設計図書における特別の定めについては、その必要性を十分検討し、必

要最小限のものとすること。 

（２）第５項において、当該契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除と

いった行為については、その明確化を図るため、書面で必ず行うこととされたいの



で、その趣旨を十分配慮し遺漏のないよう対応されたい。 

（３）第１２項において、受注者が共同企業体を結成している場合は、発注者と受注者

との間では全ての行為が共同企業体の代表者を通じて行うこととなったので、遺漏

のないよう対応されたい。 

 

第２条関係 

関連工事における工程等の調整は本条において発注者の義務としているが、その運

用に当たっては「航空局工事等監督検査事務処理要領」（昭和５５年２月７日付け空

経第４８号。以下「監督検査要領」という。）第１３条の規定に従い、重要なものに

ついては総括監督員、その他については主任現場監督員又は現場監督員が行うものと

すること。 

 

第３条関係 

（１）請負代金内訳書については、発注者の承認を要せず、発注者及び受注者を拘束す

るものではないので、第２４条の規定による請負代金額の変更、第２９条の規定に

よる天災その他不可抗力による損害の負担、第３７条の規定による部分払等を行う

場合の額の確認に当たっては、工程表を参考にして設計書の内訳により行うものと

すること。 

なお、当面の間は契約締結後、必要がある場合に、適宜、受注者に対し、請負代

金内訳書の提出を求めることとする。 

（２）第１項の「１４日」については、工期、工事の態様等により１４日とすることが

妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、必要な範囲内で伸張又は短縮した日数を

記載できるものであること。 

 

第４条関係 

（１）工事請負契約書における契約保証については、発注者に金銭を支払うことによる

金銭的な方法により履行を保証させることを原則とし、残工事を完成させること等

による役務的な方法により履行の保証を必要とする場合には、「契約保証取扱通達」

１③により、事前に十分な時間的余裕をもって、航空局予算管財室を経由し、大臣

官房会計課契約制度管理室と締結方法等について調整を行うこととする。 

（２）契約保証金の納付に代えて担保を提供される場合とは、「予決令」第１００条の

４に規定されている内容として、第４条（Ａ）第１項第二号又は第三号に示された

有価証券等の提供又は債務不履行による損害金の支払いを保証する金融機関等の保証

に係る保証書が付された場合をいう。 

（３）契約保証金の納付を免除する場合とは、次のいずれかに該当する場合をいう。 

① 「予決令」第１００条の３に規定されている内容として、第４条（Ａ）第１項

第四号、第五号又は第４条（Ｂ）第１項に示された履行保証保険契約又は工事履

行保証契約の締結が付された場合 

② 「予決令」第１００条の２第１項第１号の規定により工事請負契約書の作成を

省略できる工事請負契約である場合 

③ 「契約保証取扱通達」附則２により、「契約保証については、当分の間、「予

決令」第８４条に規定する金額未満の工事については免除しても差し支えない。」

と規定されている予定価格が１，０００万円未満の工事をいう。 

（４）第４条（Ａ）は、金銭的な方法により履行を保証させる場合に選択採用し、第４

条（Ｂ）は、役務的な方法により履行を保証させる場合には選択採用する。 

（５）第４条（Ａ）を選択採用する場合に、第４条（Ｂ）の条文を削除し、第４条（Ｂ）

を選択採用する場合には、第４条（Ａ）の条文を削除する。 



なお、記号表示の「（Ａ）」及び「（Ｂ）」を削除して使用すること。 
（６）第４条（Ａ）第２項及び第４項において、契約保証金の額及び保証金額又は保険

金額としての請負代金額の「１０分の○」の部分は、次の各号のいずれかに該当す

る割合を記載する。 

① 「政府調達に関する協定」（平成７年１２月８日条約第２３号。以下「政府調

達協定」という。）第１条１の適用を受けない工事については「契約保証取扱通

達」１①により、「１０分の１」と記載する。 

② 「政府調達協定」第１条１の適用を受ける工事については「一般競争入札対象

工事における契約保証金の額及び特定建設工事共同企業体における契約の保証に

ついて」（平成１３年１１月３０日付け国空経第８２３号）１（１）により、「１

０分の１」を読み替え、「１０分の３」と記載する。 

③ ①及び②のいずれであっても、低入札価格調査を受けた者の場合は、「低入札

価格調査制度調査対象工事における前金払の縮減について」（平成１５年４月２

４日付け国空経第５５号。以下「低入札調査対象工事前金払縮減通達」という。）

Ⅰにより、「１０分の１」を読み替え、「１０分の３」と記載する。 

（７）第４条（Ｂ）第２項及び第３項において、保証金額は請負代金額として「１０分

の３」とする。 

 

第５条関係 

第１項において、ただし書の適用については、例えば、受注者が工事に係る請負代

金債権担保として資金を借り入れようとする場合（受注者が、「下請セーフティネッ

ト債務保証事業」（平成１１年１月２８日付け建設省経振発第８号）又は「地域建設

業経営強化融資制度」（平成２０年１０月１７日付け国総建第１９７号、国総建整第

１５４号）により資金を借り入れようとする等）が該当する。 

 

第７条関係 

「その他必要な事項」とは、下請負人の住所、施工部分の内容、当該工事現場の担

当責任者の名称等を含むものであること。 

 

第９条関係 

（１）第３項において、「２名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたとき」

とは、「監督検査要領」第７条に規定する同一の契約について２名以上の監督職員

を任命して権限を分担させた場合をいい、この場合には、それぞれの職務内容を監

督職員通知書に明示すること。 

（２）第４項は第１条第５項の特則を規定したものではなく、契約書でなく設計図書に

おいて権限が創設される監督職員の指示又は承諾について、原則、書面によること

を定めたものであること。 

 

第１０条関係 

（１）第１項及び第５項において、(b)[専任の]監理技術者は、「建設業法」第２６条第

２項の規定に該当する場合に選択採用し、それ以外の場合には(a)[専任の]主任技術

者を選択採用する。 

なお、「建設業法」第２６条第３項の規定に該当する場合に、「[専任の]」を記

載し、それ以外の場合には、「[専任の]」を削除する。 

（２）第１項及び第５項において、(a)[専任の]主任技術者を選択採用する場合に、(b)[専

任の]監理技術者を削除し、(b)[専任の]監理技術者を選択採用する場合には、(a)[専

任の]主任技術者を削除する。 



なお、記号表示の「（a）」及び「（b）」、「又は」及び「[専任の]」の[ ]を

削除して使用すること。 

（３）第３項において、少なくとも次の各号のいずれかに該当する場合は、「現場代理

人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障」がないものとして取り

扱うこと。 

① 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるま

での期間。 

② 第２０条第１項又は第２項の規定により、工事の全部の施工を一時中止してい

る期間。 

③ 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場

製作のみが行われている期間。 

④ 前三号に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間。 

（４）第３項において、「連絡体制が確保されると認めた場合」とは、通信手段が発達

した現在においては、工事期間全般にわたり現場代理人が工事現場に常駐しなくと

も円滑な工事の遂行が可能な場合をいう。 

 

第１１条関係 

契約の履行についての報告とは、過去の履行状況についての報告のみでなく、施工

計画書等の履行計画についての報告も含むものであること。 

 

第１２条関係 

（１）第１項において、規定する発注者の権限は、その権限の重要性に鑑み、総括監督

員のみに委任できるものとすること。 

（２）第１項及び第２項において、(b)[専任の]監理技術者は、「建設業法」第２６条第

２項の規定に該当する場合に選択採用し、それ以外の場合には(a)[専任の]主任技術

者を選択採用する。 

なお、「建設業法」第２６条第３項の規定に該当する場合に、「[専任の]」を記

載し、それ以外の場合には、「[専任の]」を削除する。 

（３）第１項及び第２項において、(a)[専任の]主任技術者を選択採用する場合に、(b)[専

任の]監理技術者を削除し、(b)[専任の]監理技術者を選択採用する場合には、(a)[専

任の]主任技術者を削除する。 

なお、記号表示の「（a）」及び「（b）」、「又は」及び「[専任の]」の[ ]を

削除して使用すること。 

（４）第３項及び第５項の「１０日」については、請求に係る事項等により１０日とす

ることが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、必要な範囲内で伸張又は短縮し

た日数を記載できるものであること。 

 

第１３条関係 

第３項及び第５項の「７日」については、検査の態様、工事材料の態様、施工条件

等により７日とすることが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、必要な範囲で伸

張又は短縮した日数を記載できるものであること。 

 

第１４条関係 

第３項、第４項及び第５項の「７日」については、見本又は工事写真等の整備、立

会い又は見本検査の態様、施工条件等により７日とすることが妥当でない場合は、当

該事情を斟酌の上、必要な範囲で伸張又は短縮した日数を記載できるものであること。 

 



第１５条関係 

（１）第１項において、貸与品の「性能」については、使用時間又は使用日数及び最終

定期調整後の使用時間又は使用日数を設計図書に明示すること。 

（２）第３項の「７日」については、受領書又は借用書の作成等により７日とすること

が妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、必要な範囲で伸張又は短縮した日数を

記載できるものであること。 

 

第１６条関係 

（１）第１項は、発注者の工事用地の確保義務を規定したものであるが、「受注者が工

事の施工上必要とする日」とは受注者の工事の進捗状況を勘案して現実に受注者が

工事を施工するため用地を必要とする日をいう。 

（２）第３項の「撤去」には、支給材料又は貸与品を発注者に返還することが含まれる

こと。 

（３）第４項の「処分」には、支給材料又は貸与品を回収することが含まれること。 

 

第１８条関係 

第３項の「１４日」については、調査の結果等により１４日とすることが妥当でな

い場合は、当該事情を斟酌の上、必要な範囲内で伸張又は短縮した日数を記載できる

ものであること。 

 

第２０条関係 

（１）第１項において、工事用地等の確保ができないため工事の全部又は一部の施行を

中止させなければならない場合とは、現実に受注者が工事を施工できないと認めら

れるときをいう。 

（２）第３項において、「増加費用」とは、中止期間中、工事現場を維持し又は工事の

続行に備えるため労働者、機械 器具等を保持するために必要とされる費用、中止に

伴い不要となった労働者、機械器具等の配置転換に要する費用、工事を再開するた

め労働者、機械器具等を工事現場に搬入する費用等をいう。 

 

第２３条関係 

（１）第１項において、「工期の変更」とは、第１５条第７項、第１７条第１項、第１

８条第５項、第１９条、第２０条第３項、第２１条第１項、第２２条第１項及び第

２項並びに第４３条第２項の規定に基づくものをいう。 

（２）第１項の「１４日」については、工期、工事の態様等により１４日とすることが

妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、十分な協議が行える範囲で伸張又は短縮

した日数を記載できるものであること。 

（３）第２項の「工期の変更事由が生じた日」とは、第１５条第７項においては、支給

材料等に代えて他の支給材料等を引き渡した日、支給材料等の品名等を変更した日

又は支給材料等の使用を請求した日、第１７条第１項においては、監督職員が改造

の請求を行った日、第１８条第５項においては、設計図書の訂正又は変更が行われ

た日、第１９条においては、設計図書の変更が行われた日、第２０条第３項におい

ては、発注者が工事の施工の一時中止を通知した日、第４３条第２項においては、

受注者が工事の施工の一時中止を通知した日とする。 

（４）第２項の「７日」については、発注者と受注者との協議等により７日とすること

が妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、十分な協議が行える範囲で伸張又は短

縮した日数を記載できるものであること。 

 



第２４条関係 

（１）第１項の「請負代金額の変更」とは、第１５条第７項、第１７条第１項、第１８

条第５項、第１９条、第２０条第３項、第２１条第２項、第２２条第３項及び第４

３条第２項の規定に基づくものをいう。 

（２）第１項の「１４日」については、工期、工事の態様等により１４日とすることが

妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、十分な協議が行える範囲で伸張又は短縮

した日数を記載できるものであること。 

（３）第２項の「請負代金額の変更事由が生じた日」とは、第１５条第７項においては、

支給材料等に代えて他の支給材料等を引き渡した日、支給材料等の品名等を変更し

た日又は支給材料等の使用を請求した日、第１７条第１項においては、監督職員が

改造の請求を行った日、第１８条第５項においては、設計図書の訂正又は変更が行

われた日、第１９条においては、設計図書の変更が行われた日、第２０条第３項に

おいては、発注者が工事の施工の一時中止を通知した日、第２１条第２項において

は、受注者が第２１条第１項の請求を行った日、第２２条第３項においては、発注

者が第２２条第１項又は第２項の請求を行った日、第４３条第２項においては、受

注者が工事の施工の一時中止を通知した日とする。 

（４）第２項の「７日」については、発注者と受注者との協議等により７日とすること

が妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、十分な協議が行える範囲で伸張又は短

縮した日数を記載できるものであること。 

（５）第３項の「受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合」とは、第

１５条第７項、第１７条第１項、第１９条、第２０条第３項、第２１条第２項、第

２２条第３項及び第４３条第２項の規定に基づくものをいう。 

 

第２５条関係 

（１）第１項の請求は、残工事の工期が２月以上ある場合に行うことができること。 

（２）第２項の「変動前残工事代金額」の算定の基礎となる「当該請求時の出来形部分」

の確認については、第１項の請求があった日から起算して、１４日以内で発注者が

受注者と協議して定める日において、総括監督員に確認させるものとする。この場

合において受注者の責により遅延していると認められる工事量は、当該請求時の出

来形部分に含めるものとすること。 

（３）第２項において、日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金

額が不適当となったことにより、請負代金額の変更に応じなければならない場合と

して、変動前残工事代金額と変動後残工事代金額との差額のうち変動前残工事代金

額の「１０００分の１５を超える」場合とする。 

（４）第３項及び第７項の「１４日」については、工期、工事の態様等により１４日と

することが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、十分な協議が行える範囲で伸

張又は短縮した日数を記載できるものであること。 

（５）第４項において、規定する再スライドを行う場合は、（１）から（３）までを準

用すること。 

（６）発注者は、入札説明書により（１）及び（２）の事項を了知させること。 

（７）第５項の「特別な要因」とは、主要な建設資材の価格を著しく変動させるおそれ

のある原油価格の引上げのような特別な要因をいう。 

（８）第８項の「７日」については、発注者と受注者との協議等により７日とすること

が妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、十分な協議が行える範囲で伸張又短縮

した日数を記載できるものであること。 

 

第２９条関係 



（１）第４項の「請負代金額」とは、被害を負担する時点における請負代金額をいうも

のであること。 

（２）第４項及び第６項において、受注者から損害による費用の負担の請求があった場

合に、発注者が負担する割合は、損害合計額のうち請負代金額の「１００分の１を

超える」額とする。 

なお、１回の損害額が当初の請負代金額の５／１０００の額（この額が２０万円

を超えるときは２０万円）に満たない場合は、「当該損害の額」は０として取扱う

こと。 

（３）第４項の「当該損害の取片づけに要する費用」とは、第２項により確認された損

害の取片づけに直接必要とする費用をいう。 

（４）発注者は、入札説明書により（１）及び（２）の事項を了知させること。 

 

第３０条関係 

（１）第１項の「１４日」については、工期、工事の態様等により１４日とすることが

妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、十分な協議が行える範囲で伸張又は短縮

した日数を記載できるものであること。 

（２）第２項の「７日」については、請負代金を増額すべき事由又は費用を負担すべき

事由等により７日とすることが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、十分な協

議が行える範囲で伸張又は短縮した日数を記載できるものであること。 

 

第３１条関係 

第２項の「１４日」については、「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」（昭

和２４年法律第２５６号。以下「支払遅延防止法」という。）第５条の規定により１

４日以内とされている。 

 

第３２条関係 

第２項の、工事代金の支払時期は、「支払遅延防止法」第６条及び「政府契約の支

払遅延防止等に関する法律運用方針」（昭和２５年４月１７日付け理国第１４０号。

以下「支払遅延防止法運用方針」という。）第１３の２（イ）の規定により国が給付

の完了の検査を終了した相手から適法な支払請求を受けた日から工事については４０

日以内に支払わなければならないと規定されている。 

 

第３４条関係 

（１）第３４条は、前払金又は中間前払金を支払う条件の場合に採用する。また、前払

金又は中間前払金を支払わない条件の場合には、第３４条の条文を削除する。 

（２）前払金又は中間前払金は、「会計法」（昭和２２年３月３１日法律第３５号。以

下「会計法」という。）第２２条及び「予算決算及び会計令臨時特例」（昭和２１

年勅令第５５８号）第２条第３号及び第４条の規定により、前払金又は中間前払金

の対象として、公共工事の代価の範囲及び割合を財務大臣と協議し、支払いをする

ことができると規定されている。 

平成２２年度現在における協議内容は、公共工事の代価の範囲及び割合は、前金

払は請負代価が３００万円以上の工事が対象となり、請負代価の１０分の４以内と

され、中間前金払は請負代価が１，０００万円以上、工期が１５０日以上の工事が

対象となり、請負代価の１０分の２以内とされている。 

また、「前払金金利相当額の減額等について」（昭和５３年９月２７日付け空経

５８９号）３により、経費積算額が１，０００万円以上、工期が３ヶ月以上の工事

が対象とされている。 



（３）第１項において、「１０分の○」の部分の割合は、「１０分の４」と記載する。 

なお、低入札価格調査を受けたものについては、「低入札調査対象工事前金払縮

減通達」１により、当分の間、「１０分の４」を読み替え、「１０分の２」と記載

する。 

（４）第２項において、相手方から給付を完了した旨の通知を受け、国において完了の

確認又は検査をしていない工事代金の支払の時期については、「支払遅延防止法運

用方針」第１３の１（イ）の規定により相手方から給付を完了した旨の通知を受け、

国において完了の検査をしていないものは請求を受けた日から工事については１４

日以内に支払わなければならないと解される。 

（５）第３項において、中間前払金の割合は、請負代金額の１０分の２以内とする。 

（６）第５項において、「１０分の○」の部分の割合は、前段が「１０分の４」、後段

が「１０分の６」と記載する。 

なお、低入札価格調査を受けたものについては、「低入札調査対象工事前金払縮

減通達」１により、当分の間、前段の「１０分の４」を読み替え、「１０分の２」

と記載し、後段の「１０分の６」を読み替え、「１０分の４」と記載する。 

（７）第６項において、「１０分の○」の部分の割合は、前段が「１０分の５」、後段

が「１０分の６」と記載する。 

なお、低入札価格調査を受けたものについては、「低入札調査対象工事前金払縮

減通達」１により、当分の間、前段の「１０分の５」を読み替え、「１０分の３」

と記載し、後段の「１０分の６」を読み替え、「１０分の４」と記載する。 

（８）第６項の返還の期限については、「歳入徴収官事務規定」（昭和２７年１１月２

９日付け大蔵省令第１４１号）第１８条により「法令その他の定めがある場合を除

く外、調査決定の日から２０日以内において適宜の納付期限を定めるものとする。」

と規定されていることから、当該契約書に記載されている返還の期限として「請負

代金額が減額された日から３０日以内」を法令その他の定めがある場合とする。 

（９）第７項において、「１０分の○」の部分の割合は、前段が「１０分の５」、後段

が「１０分の６」と記載する。 

なお、低入札価格調査を受けたものについては、「低入札調査対象工事前金払縮

減通達」１により、当分の間、前段の「１０分の５」を読み替え、「１０分の３」

と記載し、後段の「１０分の６」を読み替え、「１０分の４」と記載する。 

（１０）第８項において、発注者による支払遅滞に伴う遅延利息の割合については、「支

払遅延防止法」第８条の規定により財務大臣が定める率を「年○パーセント」の部

分に記載する。 

なお、平成２２年４月１日から適用されている「政府契約の支払遅延に対する遅

延利息の率」は「年３．３パーセント」とされているが、常にその改正について留

意すること。 

 

第３５条関係 

（１）第３５条は、前払金又は中間前払金を支払う条件の場合に採用する。また、前払

金又は中間前払金を支払わない条件の場合には、第３５条の条文を削除する。 

（２）第２項において、前払金超過額を返還する場合における前払金の保証契約の変更

は、その超過額を返還した後に行うものとし、その変更後の保証金額は、減額後の

前払金額を下らないこと。 

（３）第３項は、発注者が保証事業会社に対する工期変更の通知を受注者に代理させる

場合に採用する。また、受注者に代理させずに発注者自身で通知する場合には、第

３項の条項を削除する。 

 



第３６条関係 

第３６条は、前払金又は中間前払金を支払う条件の場合に採用する。また、前払金

又は中間前払金を支払わない条件の場合には、第３６条の条文を削除する。 

 

第３７条関係 

（１）第３７条は、部分払金を支払う条件の場合に採用する。また、部分払金を支払わ

ない条件の場合には、第３７条の条文を削除する。 

（２）第１項において、部分払の対象とすべき工場製品がない場合は、「及び製造工場

等にある工事製品」の部分を削除する。 

（３）第１項において、「工期中○回」の部分には入札説明書等に記載した部分払の回

数を記載する。 

（４）第２項において、部分払の対象とすべき工場製品がない場合は、「若しくは製造

工場等にある工場製品」の部分を削除する。 

（５）第３項の「１４日」については、「支払遅延防止法運用方針」第３の４により、

既済部分の代価の全額を支払うことができる場合に、「支払遅延防止法」の適用を

受けるものとされているため、現実的に部分払いは当該既済部分の引渡しを受けな

いことではあるが、「支払遅延防止法」第５条の規定による国が相手方から給付を

終了した旨の通知を受けた日から工事については１４日以内の日に検査の時期とす

る旨を準用することとする。 

（６）第５項の「１４日」については、「支払遅延防止法運用方針」第３の４により、

既済部分の代価の全額を支払うことができる場合に、「支払遅延防止法」の適用を

受けるものとされているため、現実的に部分払いは当該既済部分の引渡しを受けな

いことではあるが、「支払遅延防止法運用方針」第１３の１（イ）の規定による相

手方から給付を完了した旨の通知を受け、国において完了の検査をしていないもの

は請求を受けた日から工事については１４日以内に支払わなければならないと解さ

れる旨を準用することとする。 

（７）第６項の「１０日」については、工期、工事の態様等により１０日とすることが

妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、１４日未満であり、かつ、必要な範囲で

伸張又は短縮した日数を記載できるものであること。 

 

第３８条関係 

（１）第３８条は、設計図書等において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきこと

を指定した部分がある場合に採用する。また、部分引渡しを受けない場合には、第

３８条の条文を削除する。 

（２）第２項の「１４日」については、工期、工事の態様等により１４日とすることが

妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、十分な協議が行える範囲で伸張又は短縮

した日数を記載できるものであること。 

 

第３９条関係 

（１）第３９条は、国庫債務負担行為に係る契約による場合に採用する。また、国庫債

務負担行為に係る契約によらない場合には、第３９条の条文を削除する。 

（２）発注者は、入札説明書等により次に掲げる事項を了知させること。 

① 各会計年度における請負代金額の支払の限度額（○年度○％と割合で明示する

こと。） 

② 各会計年度における請負代金額の支払いの限度額及び出来高予定額は、受注者

決定後契約書を作成するまでに落札者に通知すること。 

（３）第１項及び第２項における金額の記載方法は、「国庫債務負担行為に基づく契約



における工事請負契約書の作成要領」（平成１１年１月６日付け事務連絡。以下「国

債工事契約書作成要領」という。）を参照のうえ、作成すること。 

 

第４０条関係 

（１）第４０条は、国庫債務負担行為に係る契約による場合に採用する。また、国庫債

務負担行為に係る契約によらない場合には、第４０条の条文を削除する。 

（２）第１項は、会計年度ごとの出来高予定額から前払金を算出し、各年度に前払金を

支払う場合が適用する。 

（３）第２項は、契約会計年度に前払金を支払わない旨が入札説明書、仕様書等に定め

られている場合に採用する。また、第１項により、会計年度ごとの出来高予定額か

ら前払金を算出し、各年度で前払金を支払う場合又は第３項により、前払金を契約

会計年度に一括して支払う旨を入札説明書、仕様書等に定めている場合には、第２

項の条項を削除する。 

（４）第３項は、前払金を契約会計年度に一括して支払う旨を入札説明書、仕様書等に

定めている場合に採用し、その前払金相当分を記載する。また、第１項により、会

計年度ごとの出来高予定額から前払金を算出し、各年度に前払金を支払う場合には、

第３項の条項を削除する。 

（５）第４項及び第５項は、第１項により、会計年度ごとの出来高予定額から前払金を

算出し、各年度に前払金を支払う場合に採用し、第３項により、前払金を契約会計

年度に一括して支払う旨を入札説明書、仕様書等に定めている場合には、第４項及

び第５項の条項を削除する。 

（６）第５項において、第３５条第３項を削除する場合は、「この場合においては、第

３５条第３項の規定を準用する。」の部分を削除する。 

（７）第３項における金額の記載方法及び（２）から（５）における条項の採用又は削

除は、「国債工事契約書作成要領」を参照のうえ、作成すること。 

 

第４１条関係 

（１）第４１条は、国庫債務負担行為に係る契約による場合に採用する。また、国庫債

務負担行為に係る契約によらない場合には、第４１条の条文を削除する。 

（２）第２項において、前払金と中間前払金を支払う場合に、（Ｂ）式を選択採用し、

前払金のみを支払う場合には、（Ａ）式を選択採用する。 

（３）第２項において、（Ａ）式を選択採用する場合に、（Ｂ）式を削除し、（Ｂ）式

を選択採用する場合には、（Ａ）式を削除する。 

なお、記号表示の「（Ａ）」及び「（Ｂ）」を削除して使用すること。 

（４）第３項において、入札説明書等に記載した各年度の部分払の回数を記載する。 

 

第４３条関係 

（１）第４３条は、前払金又は中間前払金、部分払金及び部分引渡しに係る請負代金額

の支払いを条件とせず、請負代金額を一括して工事完成後に支払う場合は、第４３

条の条文を削除する。 

（２）第１項において、前払金又は中間前払金を支払わない条件の場合は、「第３４条」

の部分を削除する。 

（３）第１項において、部分払金を支払わない条件の場合は、「第３７条」の部分を削

除する。 

（４）第１項において、部分引渡しに係る請負代金額を支払わない条件の場合は、「第

３８条」の部分を削除する。 

（５）第４３条の表題は、前三項のうち、複数の支払いを条件としていない場合は、「前



払金等」を支払いの条件にしている「前払金」、「部分払金」又は「部分引渡し」

に読み替え、表題を記載し、第１項において、支払いを条件としていない「第３４

条」、「第３７条」又は「第３８条」の部分を削除する。 

 

第４４条関係 

（１）第２項において、「○年以内」の部分は、次の各号のいずれかに該当する瑕疵担

保期間の年数を記載する。 

① 設備工事等の場合は、「１年以内」 

② 木造の建物等の建設工事の場合は、「１年以内」 

③ コンクリート造等の建物等又は土木工作物等の建設工事の場合は、「２年以内」 

（２）第２項において、受注者の故意又は重大な過失により生じた瑕疵の場合の瑕疵担

保期間を１０年とする。 

（３）第４項は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」（平成１１年法律第８１号。

以下「住宅品確促進法」という。）第９４条第１項に規定する住宅新築請負契約の

場合に採用し、瑕疵担保期間は１０年とする。また、「住宅品確促進法」第９４条

第１項に規定する住宅新築請負契約ではない場合には、第４項の条項を削除する。 

（４）第５項において、「住宅品確促進法」第９４条第１項に規定する住宅新築請負契

約ではない場合は、「又は前項」の部分を削除する。 

 

第４５条関係 

（１）検査期間は、遅延日数に算入しないこと。 

（２）工期内に工事が完成し、検査の結果不合格の場合、完成した日から契約書記載の

工事完了の日までの日数は、修補日数から差し引いて遅延日数を算定すること。 

（３）第２項において、受注者による支払遅滞に伴う遅延利息の割合については、「国

の債権の管理等に関する法律施行令」（昭和３１年政令第３３７号。以下「債権管

理法施行令」という。）第３６条第１項の規定により財務大臣が定める率を「年○

パーセント」の部分に記載する。 

なお、平成１５年４月１日から適用されている「「債権管理法施行令」第２９条

第１項本文に規定する財務大臣が定める率」は「年５パーセント」とされているが、

常にその改正について留意すること。 

（４）第３項において、発注者による支払遅滞に伴う遅延利息の割合については、「支

払遅延防止法」第８条の規定により財務大臣が定める率を「年○パーセント」の部

分に記載する。 

なお、平成２２年４月１日から適用されている「政府契約の支払遅延に対する遅

延利息の率」は「年３．３パーセント」とされているが、常にその改正について留

意すること。 

 

第４５条の２関係 

（１）「会計法」第２９条の８及び「予決令」第１００条第１項第４号により、契約担

当官等が作成すべき契約書に違約金に関する事項を記載しなければならないこと

から、「工事における違約金特約条項の強化について」（平成１７年９月３０日付

け国空予管第４０６号。以下「違約金特約条項通達」という。）により、これまで

違約金に関する条項を特約条項として別途締結していたが、当該契約書の第４５条

の２としてその内容を加える。 

（２）第４５条の２（Ａ）は、「政府調達協定」第１条１の適用を受けない工事の場合

に選択採用し、第４５条の２（Ｂ）は、適用を受ける工事の場合には選択採用する。 

（３）第４５条の２（Ａ）を選択採用する場合に、第４５条の２（Ｂ）の条文を削除し、



第４５条の２（Ｂ）を選択採用する場合には、第４５条の２（Ａ）の条文を削除す

る。 
なお、記号表示の「（Ａ）」及び「（Ｂ）」を削除して使用すること。 

（４）第４５条の２（Ａ）及び（Ｂ）第１項において、「違約金特約条項通達」により、

「１０分の１」とする。 

（５）第４５条の２（Ａ）第２項及び第４５条の２（Ｂ）第３項において、受注者によ

る支払遅滞に伴う遅延利息の割合については、「債権管理法施行令」第３６条第１

項の規定により財務大臣が定める率を「年○パーセント」の部分に記載する。 

なお、平成１５年４月１日から適用されている「「債権管理法施行令」第２９条

第１項本文に規定する財務大臣が定める率」は「年５パーセント」とされているが、

常にその改正について留意すること。 

（６）第４５条の２（Ｂ）第２項において、「違約金特約条項通達」により、前段を「１

０分の１」、後段を「１００分の５」とする。 

（７）第４５条の２（Ｂ）第２項第三号の「規定に抵触する行為」とは、各局で設置し

ている「競争契約入札者心得」第５条「公正な入札の確保」において、各項に規定

している内容に抵触する行為をいう。 

 

第４６条関係 

第４６条は、役務的な方法により履行を保証させる場合として、第４条（Ｂ）を選

択採用した場合に適用し、第４条（Ａ）を選択採用した場合には、第４６条の条文を

削除する。 

 

第４７条関係 

（１）第２項において、「会計法」第２９条の８及び「予決令」第１００条第１項第４

号により、契約担当官等が作成すべき契約書に違約金に関する事項を記載しなけれ

ばならないことから、この違約金の率を「１０分の１」とする。 

（２）第３項は、金銭的な方法により履行を保証させる場合として、第４条（Ａ）を選

択採用した場合に適用し、第４条（Ｂ）を選択採用した場合には、第３項の条項を

削除する。 

 

第４９条関係 

（１）第１項第一号及び第二号において、工事の変更が著しい量的変更として減少した

場合とは、契約の同一性を失うものとして、受注者に契約解除の権利を認めたもの

であり、その基準として、請負代金額が「３分の２以上」の減少、工事の施工の中

止期間が工期の「１０分の５を超えた」場合とする。 

 

第５０条関係 

（１）第３項において、発注者による支払遅滞に伴う遅延利息の割合については、「支

払遅延防止法」第８条の規定により財務大臣が定める率を「年○パーセント」の部

分に記載する。 

なお、平成２２年４月１日から適用されている「政府契約の支払遅延に対する遅

延利息の率」は「年３．３パーセント」とされているが、常にその改正について留

意すること。 

（２）第６項「撤去」には、支給材料又は貸与品を発注者に返還することが含まれるこ

と。 

（３）第７項の「処分」には、支給材料又は貸与品を回収することが含まれること。 

 



第５２条関係 

第１項及び第２項において、受注者による支払遅滞に伴う遅延利息の割合について

は、「債権管理法施行令」第３６条第１項の規定により財務大臣が定める率を「年○

パーセント」の部分に記載する。 

なお、平成１５年４月１日から適用されている「「債権管理法施行令」第２９条第

１項本文に規定する財務大臣が定める率」は「年５パーセント」とされているが、常

にその改正について留意すること。 

 

第５３条関係 

（１）第５３条（Ａ）は、あらかじめ調停人を選任する場合に選択採用し、第５３条（Ｂ）

は、あらかじめ調停人を選任せず、「建設業法」第２５条の規定により設置されて

いる建設工事紛争審査会により紛争の解決を図る場合には選択採用する。 

（２）第５３条（Ａ）を選択採用する場合に、第５３条（Ｂ）の条文を削除し、第５３

条（Ｂ）を選択採用する場合には、第５３条（Ａ）の条文を削除する。 
なお、記号表示の「（Ａ）」及び「（Ｂ）」を削除して使用すること。 

（３）第５３条（Ａ）を選択採用する場合は、現場検証、鑑定等の費用、調停人に対す

る謝礼等紛争の処理に要する費用の負担について、あらかじめ定めておくこと。 

（４）第５３条（Ａ）第２項及び第５３条（Ｂ）第１項において、「○○建設工事紛争

審査会」の部分には、受注者が国土交通大臣許可の建設業者の場合に、「中央建設

工事紛争審査会」と記載し、受注者が都道府県知事許可の建設業者の場合には、各

都道府県名（例：「東京都建設工事紛争審査会」）を記載する。 

（５）第５３条（Ａ）第３項及び第５３条（Ｂ）第２項において、(b)[専任の]監理技

術者は、「建設業法」第２６条第２項の規定に該当する場合に選択採用し、それ以

外の場合には(a)[専任の]主任技術者を選択採用する。 

なお、「建設業法」第２６条第３項の規定に該当する場合に、「[専任の]」を記

載し、それ以外の場合には、「[専任の]」を削除する。 

（６）第５３条（Ａ）第３項及び第５３条（Ｂ）第２項において、(a)[専任の]主任技

術者を選択採用する場合に、(b)[専任の]監理技術者を削除し、(b)[専任の]監理技

術者を選択採用する場合には、(a)[専任の]主任技術者を削除する。 

なお、記号表示の「（a）」及び「（b）」、「又は」及び「[専任の]」の[ ]を

削除して使用すること。 

（７）第５３条（Ａ）第４項及び第５項は、調停人を協議に参加させる場合に採用し、

調停人を協議に参加させない場合には、第５３条（Ａ）第４項及び第５項の条項を

削除する。 

 

第５４条関係 

第５４条において、「調停人又は」の部分は、あらかじめ調停人を選任するとして

第５３条（Ａ）を採用した場合に記載し、あらかじめ調停人を選任せず、「建設業法」

第２５条の規定により設置されている建設工事紛争審査会により紛争の解決を図ると

して第５４条（Ｂ）を採用する場合には、「調停人又は」の部分を削除する。 

 

文末書関係 

発注者及び受注者が互いに一通を保有するため合計二通とする。 

なお、支払事務等のために必要な契約書の写しの数量を本書の数には加えないこと。 

 

附則 

  当該運用基準に掲載されている、条約、法律及び政令等の各種基準が改正された場



合、当該運用基準が改正されるまでの間は、改正後の当該各種基準に定められた内容

を採用し、当該運用基準を読み替え、適用すること。 


